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CCUS「事業者登録の更新」及び「安全書類出力機能の拡充」について 

  

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より本会の活動に対しまして

格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、一般財団法人建設業振興基金より CCUS の「事業者登録の更新」及び「安全書

類出力機能の拡充」につきまして添付のとおり情報提供がありました。 

「事業者登録の更新」につきましては、CCUSの事業者登録の有効期限が５年であり、

初期に登録いただいた事業者から順次更新時期を迎えることとなるため、本年 10 月か

ら更新手続きを開始したとのことです。 

また、「安全書類出力機能の拡充」につきましては、CCUSには安全書類の出力機能が

ありますが、現行機能では出力される項目が限定的となっておりました。今般、新たに

CCUS に入力欄を設けることにより、全項目が記載された安全書類の出力ができるよう

機能を拡張したとのことです。 

つきましては、別添資料をご参照いただき、貴会会員企業の皆様へ情報提供していた

だきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

以上 

 

（担当：労働部 古田、菅原） 



２０２３年９月２８日 

一般財団法人 建設業振興基金 

建設キャリアアップシステム事業本部 

事業者登録の更新について 

～ １０月から、順次更新手続きが始まります ～ 

 CCUS の事業者登録の有効期限は５年であり、初期に登録をいただいた事業者から

順次更新期を迎えるため、本年１０月１日から更新手続きを開始します。 

 CCUS は技能者の処遇改善等につなげるための業界共通の制度インフラとして、今後

ますます活用が期待されるシステムですので、是非確実に更新手続きを行ってください。 

【更新手続きの概要】 

 ・事業者登録の有効期限は、登録日から５年後の登録月の月末です。 

    （登録日：2019 年 4 月 15 日 ⇒ 有効期限：2024 年 4 月 30 日） 

  なお、2018 年度登録の事業者の有効期限は、CCUS の本格運用開始が 2019 年 4

月であったことから、特例として 2024 年 3 月 31 日としています。 

    （登録日：2018 年 9 月 15 日 ⇒ 有効期限：2024 年 3 月 31 日） 

 ・更新手続きは、有効期限の 6 カ月前から１カ月前までの間に行っていただきます。 

   （有効期限の１カ月前までには、確実に更新手続きを行ってください。） 

 ・有効期限の６カ月前となった事業者の方の登録メールアドレス宛に、ご案内メールを

送付しますので、それに従い更新手続きを行ってください。 

（有効期限は、システムにログイン後の画面でも確認できます。） 

 ・更新申請の方式としては、インターネット（CCUSホームページ）による申請と、認定登

録機関での申請の２方式があります。（新規登録と同じです） 

 ・変更のない事項については、記入や証憑書類の添付を不要とするなど、変更手続き

の負担軽減を図っています。 

 ・更新の際には、資本金額に応じた所定の事業者登録料（更新登録料）をお支払いい

ただきます。 

2023.10.2（月）解禁



事業者更新
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有効期限の6ヶ月前に、システムより登録責任者のメールアドレスあてに、「CCUS事業者登録更

新のお願い」をメール送信します。

「CCUS事業者登録更新のお願い」メールが届きます。

メール本文のURLからCCUSにログインし、下記の手順で事業者

登録情報を確認のうえ、「更新申請」をします。

インターネットからの更新申請手続き

「事業者更新料決済方法のご案内」メールのURLリンクからシステムにログインし、決済画面でお支

払い方法を選択のうえ、事業者更新料の払込を行います。

事業者更新料の払い込み（一人親方を除く）。

●事業者更新料は、事業者の資本金によって異なります。
詳しくは、右のリンクからご確認ください。→

参照：P3「01建設キャリアアップシステム登録料」②事業者登録料（新規・更新）

代行申請の場合は、事業者用の「代行申請同意書」「個人情報取り扱い同意書」「システム利用規約

同意書」を作成し、jpeg画像にして添付してください。

ログインできない場合は、FAQ（よくあるご質問）No.3574にて、原因と対処法をご確認ください。

事業者更新料によってお支払い方法が異なります。

４８，０００円まで・・・「クレジットカード」「払込票」（コンビニ、ゆうちょ銀行、固定割当口座への払込）

6０，０００円以上・・・「払込票」（固定割当口座への払込）のみ。　※払込票は後日郵送されます。

Step1.Step1.

Step3.Step3.

Step２.Step２.

※事業者IDとパスワードが必要です。

850_事業者更新 10_更新申請 をクリックCCUSにログイン※

・最新の許可データが自動連携されます。※この項目は変更できません。

下記以外の登録情報に変更があれば、修正し申請する必要があります。

●商号及びフリガナ　●代表者名及びフリガナ　●住所　●資本金　●完成工事高

連携項目

建設業許可がある場合は下記にご留意ください。

第9章 登録料と利用料
クリックするとPDFファイルが開きます

現場運用マニュアル
���

申請情報の審査

※内容に不備があった場合は「事業者情報申請内容

不備のお知らせ」メールが届きます。内容を確認の

上、再申請をお願いいたします。

登録情報に変更がある

１．

　
２．

　
３．

　
４．

各項目右上の　　　ボタンをクリックし、
データを入力する。

変更に関する証明書類等のｊｐｅｇ画像を
添付（変更前の添付書類と差替）する。

画面下部の　　　　　　　ボタンをクリックす

る。

更新手続きを受け付けた旨の申請番号が
発番される。

登録情報に変更がない

1．

　
２．

なにもせずに画面下部の　　　　　　　ボタ
ンをクリックする。

更新手続きを受け付けた旨の申請番号が
発番される。

「事業者更新料決済方法のご案内」メールが届きます。（一人親方を除く）



入金の確認により、手続きは完了です。

「事業者登録の更新手続き完了のお知らせ」メールを送信します。

現在の有効期限が満了したのち、管理者ＩＤ利用料（法人及び個人事業主は11,400円／１ＩＤあたり、

一人親方は2,400円）が請求されます。

システムにログインしようとした際にエラーが出たら…

管理者ID利用料が未払いになっていませんか？

まずはＦＡＱ（よくあるご質問）のＮｏ．３５７４にて、原因と対処方法をご確認ください。

管理者ID利用料の未払いが原因で利用停止となっているためにシステムにログインできない

場合は、登録更新手続きの前に、未払い分の料金をお支払いいただき、システムにログ

インできるようにする必要があります。

利用再開の手続き方法

事業者ID、事業者名、登録電話番号、システムにログインができない旨を入力の

うえ、送信してください。追って、建設キャリアアップシステム事業本部よりご連

絡いたします。

2. フォームで必要事項を選択 ・入力して送信

1.【問い合わせ内容】　⑩事業者登録の５年更新についてを選択し、

「次へ」をクリック。

↓

２．お問い合わせ担当者情報（本お問い合わせに関する連絡先）　に必要事項を

入力。

↓

3.【具体的なお問い合わせ内容】　〇更新手続きを行おうとしたが、システムに

ログインできなかった　を選択し、必要事項を入力のうえ送信してください。

＜ホームページからアクセスする場合＞トップ画面を一番下までスクロールし

て右端の「説明会・サポート」一覧の最下にあります。

1.CCUSホームページ 「お問い合わせフォーム」 を開く

＜FAQ　No.3574＞

ID、パスワードを入力しているが、建設キャリアアップシステムへログインが出来ず、エラーが表示される。

CCUSのシステムログインページへジャンプします。
事業者更新インターネット手続きはこちらから

（ログインには事業者IDとパスワードが必要です。）

ST
OP!

ST
OP!
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有効期限の6ヶ月前に、システムより登録責任者のメールアドレスあてに、「CCUS事業者登録更

新のお願い」をメール送信します。

認定登録機関へ電話予約のうえ、更新申請に関する書類一式を持参。

認定登録機関での更新申請手続き

「CCUS事業者登録更新のお願い」メールが届きます。

必ず電話にて予約を行ってください。

申請の際は、自社確認書類（Step1のメール、登録完了メール又は登録完了ハガキ、いずれも無い

場合は、事業者確認書類の写し）をご用意願います。

払込票に記載の期限までに更新料のお支払いをお願いいたします。

払込票は、銀行窓口または銀行振込のほか、コンビニレジでもご利用になれます。

事業者更新料の払い込み（一人親方を除く）。

事業者更新料の払込票が郵送されます。（一人親方を除く）

申請情報の審査

※内容に不備があった場合は、再申請が必要となり

ます。申請内容を今一度確認いただき、再申請をお

願いいたします。

登録情報に変更がある

１．

　
２．

　
３．

　
４．

5．

　
6．

「事業者情報　更新申請書」に必要事項を
記入する。

「事業者情報　登録申請書」の必須項目の
ページに必要事項を記入する。

「事業者情報　登録申請書」の変更項目に
該当するページに変更内容を記入する。

変更内容に関する証明書類を用意する。

「１」・「２」・「３」・「４」を認定登録機関に提
出する。

受領証が発行される。

代行申請の場合は、「事業者情報　登録申請書」の「代行申請同意書」の作成・提出もお願いいたします。

登録情報に変更がない

１．

　
２．

３．

4．

「事業者情報　更新申請書」に必要事項を
記入する。

「事業者情報　登録申請書」の必須項目の
ページに必要事項を記入する。

「１」・「２」を認定登録機関に提出する。

受領証が発行される。

Step1.Step1.

Step3.Step3.

Step２.Step２.

認定登録機関窓口一覧
クリックするとPDFファイルが開きます

＜全国＞
���

入金の確認により、手続きは完了です。

「事業者登録の更新手続き完了のお知らせ」メールを送信します。

現在の有効期限が満了したのち、管理者ＩＤ利用料（法人及び個人事業主は11,400円／１ＩＤあたり、

一人親方は2,400円）が請求されます。

●事業者更新料は、事業者の資本金によって異なります。
詳しくは、右のリンクからご確認ください。→

参照：P3「01建設キャリアアップシステム登録料」②事業者登録料（新規・更新）

第9章 登録料と利用料
クリックするとPDFファイルが開きます

現場運用マニュアル
���



申請書類一式

①事業者情報　更新申請フォーム

※フォームは未入力でも印刷が可能です。

②事業者情報　登録申請フォーム

③証明書類等

申請書類一式
下記のフォームに必要事項を入力し、 印刷の上、 証明書類等をそろえて認定登録機関へご持参ください。

必要事項を入力して印刷

原本または写しを用意

6

建設業許可がない法人の場合　※下記のうち、いずれか1点

建設業許可がない個人事業主、一人親方の場合　※下記のうち、いずれか1点

建設業許可がある場合（法人・個人事業主・一人親方）　※下記のうち、いずれか1点

 

または

※ 資本金確認書類の提出は必要ありませ

またはまたは

7

●資本金確認証明書類（写し）→1- ⑧

 ● ●加入社会保険等証明書類（写し）

  

クリックして
ダウンロード

���

本資料はこちらを
クリック

���

※
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P1

CCUS

2023年10月1日
一般財団法人建設業振興基金

建設キャリアアップシステム事業本部

建設キャリアアップシステム
インターネット申請ガイダンス

事業者情報登録（５年更新）

建設キャリアアップシステム ガイダンス 事業者情報登録申請（５年更新） インターネット申請

重要

建設キャリアアップシステム（以下、「CCUS」という。）の事業者登録の有効期限は、

新規登録完了月から数えて5年後の月末です。

Copyright (C) 2018 一般財団法人建設業振興基金 All Rights Reserved. 2

対象：
これから事業者登録の更新をインターネットで申請する事業者の皆さま
※更新は、新規事業者登録の際の事業者管理責任者IDでのみ、手続きが可能となります。

（※１）限定運用時（2018年度：2018年4月～2019年3月）の新規登録事業者は、CCUS
の本格運用が2019年4月であったことから、一律、有効期限を2024年3月31日に設定して
います。
（※２）有効期限は、システムにログイン後の画面に表示されます。



P2

建設キャリアアップシステム ガイダンス 事業者情報登録申請（５年更新） インターネット申請

更新完了までの流れ

Copyright (C) 2018 一般財団法人建設業振興基金 All Rights Reserved. 3

「ＣＣＵＳ事業者登録更新のお願い」メールを確認
更新の半年前に、登録責任者宛てに届きます。

Step1

Step2

Step3

更新の申請を行う
（更新内容に基づき、審査させていただきます）

事業者更新料のお支払い
審査完了後、メールまたは郵送にて案内

※一人親方は無料です。

事業者更新完了
※管理者ＩＤ利用料は、従前と同じ月のお支払いとなります。

建設キャリアアップシステム ガイダンス 事業者情報登録申請（５年更新） インターネット申請

Copyright (C) 2018 一般財団法人建設業振興基金 All Rights Reserved. 4

Step1

メール本文の「更新はこちらから」より、手続きを行うことができます。

「CCUS事業者登録更新のお願い」メールを確認

URLをクリックすると、「事業者更新の流れと方法」のページが開きます。

（画像準備中）



P3

建設キャリアアップシステム ガイダンス 事業者情報登録申請（５年更新） インターネット申請
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Step2

（注意）現在の登録情報に変更が「ない場合」と「ある場合」で、手続きが異なります。

更新の申請を行う

建設キャリアアップシステム ガイダンス 事業者情報登録申請（５年更新） インターネット申請

Copyright (C) 2018 一般財団法人建設業振興基金 All Rights Reserved. 6

Step2

システムにログインし、左のメニューから、850＿事業者更新 10＿更新申請 をクリック

更新の申請を行う

・個人情報の取り扱い

・システム利用規約

に同意します。



P4

建設キャリアアップシステム ガイダンス 事業者情報登録申請（５年更新） インターネット申請
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Step2

メニューより、850＿事業者更新 10＿更新申請 をクリック

更新の申請を行う（事業者登録情報に変更がない場合）

事業者登録情報に変更がない場合は、
850_事業者更新
10_更新申請
を選択し、画面下の ボタンを
押します。

建設キャリアアップシステム ガイダンス 事業者情報登録申請（５年更新） インターネット申請

Copyright (C) 2018 一般財団法人建設業振興基金 All Rights Reserved. 8

Step2 更新の申請を行う（事業者登録情報に変更がある場合）

①

②



P5

建設キャリアアップシステム ガイダンス 事業者情報登録申請（５年更新） インターネット申請
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Step2 更新の申請を行う

これで更新申請は完了です。

「はい」を押すと、次画面で
申請番号が案内されます。

建設キャリアアップシステム ガイダンス 事業者情報登録申請（５年更新） インターネット申請

Copyright (C) 2018 一般財団法人建設業振興基金 All Rights Reserved. 10

Step2

更新申請が完了しました。

更新の申請を行う

申請番号の発番とともに、
更新申請完了のメールが送信
されます。

登録内容の審査が完了後、
事業者更新料のご案内の
メールが送信されます。
（次ページ）



P6

建設キャリアアップシステム ガイダンス 事業者情報登録申請（５年更新） インターネット申請
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登録内容の審査が終了した後、システムより、事業者更新料決済方法のご案内 メールが届きます。

Step3 事業者更新料のお支払い

差出人：建設キャリアアップシステム <xxxxxxxxxx@xxxx.co.jp>
件　名：【建設キャリアアップシステム】事業者更新登録料決済方法のご案内
宛　先：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.co.jp

○○○○　御中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請番号：XXXXXXXXXXXXXX

このたびは建設キャリアアップシステムの登録更新の申請をいただきありがとうございます。
登録内容の審査が完了し、事業者登録料の金額が確定しましたので、以下のとおりお支払い手続き
をお願いいたします。

＜ご注意＞
決済方法選択の手続き・お支払いをされないと事業者登録更新は完了しませんので、お早めにお済
ませください。
なお、システムへの入金情報への反映には、決済方法によっては1週間以上の日数がかかりますの
でご留意ください。

＜お支払いの手順＞
システムへログインし、メニューの『新規登録』から『支払』へ進みます。
（代行申請の場合は、メニューの『代行申請』から『事業者の代行申請の支払』へ進みます）

【システムへのログインURL】
　　XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

画面に従って、決済方法選択の手続きをします。
払込票を選択した場合は、郵送で届きますのでお支払いください。

当方で事業者登録料等のお支払いが確認でき次第、
事業者登録の更新が完了いたします。

【事業者ID】　
　　XXXXXXXXXXXXXX

【事業者名】
　　○○○○

【請求金額】
　　XXXXXXXX円　（事業者登録料として）

【メール送信日】
　　XXXXXXXXXX

URLをクリック、システムにログインして、
決済方法の選択を行ってください。
（請求金額は、メールで表示しています。）
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メニューより、850＿事業者更新 20＿支払 をクリック

Step3 事業者更新料のお支払い

事業者登録料は、資本金によって異なります。法人の資本金は、事業者確認書類、または建設業
許可番号によって参照された資本金情報により確認されます。

資本金 新規登録料・更新料
500万円未満 6,000円
500万円以上 1,000万円未満 12,000円
1,000万円以上 2,000万円未満 24,000円
2,000万円以上 5,000万円未満 48,000円
5,000万円以上 1億円未満 60,000円
1億円以上 3億円未満 120,000円
3億円以上 10億円未満 240,000円
10億円以上 50億円未満 480,000円
50億円以上 100億円未満 600,000円
100億円以上 500億円未満 1,200,000円

500億円以上 2,400,000円

例）資本金3,500万円の
事業者は、48,000円

*消費税を含む

ii  個人事業主の場合は、事業者登録料は6,000円（税込）です。
 一人親方の事業者登録料は無料です。

更新時の事業者登録料は、
更新申請時点の建設業許可
情報から算出されます。許
可がない場合は、更新申請
情報から算出されます。
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Step3 事業者更新料のお支払い
メニューより、850＿事業者更新 20＿支払 をクリック

金額を確認したのち、 ボタンを
押し、遷移した先のページで決済方法
を選択してください。

SMBCファイナンスサービス
「決済ステーション」に
ページが遷移します。
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Step3 事業者更新料のお支払い

・クレジットカード
（クレジットを選択すると、決済画面に移ります。）

・銀行振込
（事業者ごとに割り振られた固定割当口座：三井住友銀行）
→管理者ID利用料・現場利用料の払込先口座と同じです。
（銀行振込を選択すると、振込先口座名が表示されます。）

・払込票
（払込票は、登録住所あてに郵送されます。）

支払方法を選択します。

SMBCファイナンスサービス
「決済ステーション」に
ページが遷移します。

事業者更新料をお支払いいただきます。

次ページに進む
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Step3 事業者更新料のお支払い

入金が確認されると、更新完了のメールが届きます

差出人：建設キャリアアップシステム <xxxxxxxxxx@xxxx.co.jp>
件　名：【建設キャリアアップシステム】事業者情報更新完了のお知らせ
宛　先：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.co.jp

○○○○　御中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請番号：XXXXXXXXXXXXXX

いつも建設キャリアアップシステムをご利用いただきありがとうございます。
建設キャリアアップシステムの事業者情報の更新が完了しましたのでお知らせします。

【事業者ID】
　　XXXXXXXXXXXX
（変更ありません。）

【事業者名】
　　○○○○

【パスワード】
変更ありません。※ご自身での定期的な変更を推奨いたします。

【本人確認番号（セキュリティコード）】
変更ありません。

【メール送信日】
　　XXXXXXXXXX

これで更新完了です

前ページより
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代行申請について

ii  登録済の事業者へ、代行申請を依頼することもできます。
 その場合、代行申請の同意が必要となります。

その場合は、
・代行申請同意書
・個人情報取扱同意書
・システム利用規約同意書
上記3点を添付いただきます。

参考



安全書類出⼒機能の拡充について

建設キャリアアップシステム（以下、「CCUS」という。）には、安全書類（Excel形式）の出⼒機能があ
ります。現⾏機能により出⼒される安全書類は記載される項⽬が限定的であり、出⼒後にその都度、情報の
追加⼊⼒が必要です。

今般、安全書類作成の利便性の向上を図るため、現⾏機能では記載されない項⽬についても、新たに
CCUSに⼊⼒欄を設けることにより、全項⽬が記載された安全書類の出⼒ができるよう機能を拡張します。

■新機能のリリース⽇
2023年9⽉２９⽇〜

■出⼒可能な安全書類
全建統⼀様式（改訂5版）に準じた以下の安全書類の出⼒が可能
・施⼯体制台帳
・施⼯体系図
・下請負業者編成表
・再下請負通知書
・作業員名簿（社会保険加⼊状況組込版）

■新たに⼊⼒項⽬を追加する画⾯
①現場契約情報
②施⼯体制情報
③施⼯体制技能者情報

1



【施⼯体制台帳】
2023年9⽉29⽇より出⼒可能な項⽬
現⾏機能で出⼒される項⽬

安全書類出⼒機能の拡充について

2



安全書類出⼒機能の拡充について

【施⼯体系図】
2023年9⽉29⽇より出⼒可能な項⽬
現⾏機能で出⼒される項⽬

3



安全書類出⼒機能の拡充について

【下請負業者編成表】
2023年9⽉29⽇より出⼒可能な項⽬
現⾏機能で出⼒される項⽬

4



安全書類出⼒機能の拡充について

【再下請負通知書】
2023年9⽉29⽇より出⼒可能な項⽬
現⾏機能で出⼒される項⽬

5



安全書類出⼒機能の拡充について

【作業員名簿】
2023年9⽉29⽇より出⼒可能な項⽬
現⾏機能で出⼒される項⽬
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安全書類出⼒機能の拡充について

①現場契約情報【契約情報および⼯事情報設定】
元請事業者は、現場契約情報を登録します。
＜契約および⼯事情報登録の有無＞で明細登録画⾯で⼊⼒できる項⽬を追加しています。

＜契約および⼯事情報登録の有無＞で
スライドスイッチを「有」に変更します。

「明細登録」をクリックします。
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安全書類出⼒機能の拡充について

①現場契約情報【契約情報および⼯事情報設定】
以下の内容が追加された項⽬です。

■元請営業所情報
・契約営業所住所

■下請営業所情報
・下請契約営業所名
・下請契約営業所住所
・下請契約営業所 健康保険
・下請契約営業所 厚⽣年⾦保険
・下請契約営業所 雇⽤保険

■発注者の監督員情報
・監督員名
・監督員権限
・監督員意⾒申出⽅法

■契約⼯期
・契約⽇
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安全書類出⼒機能の拡充について

「内容変更」をクリックします。

②施⼯体制情報【施⼯事業者⼯事内容】
元請事業者・各下請事業者は、施⼯体制情報を登録します。
「内容編集」画⾯で⼊⼒できる項⽬を追加しています。
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安全書類出⼒機能の拡充について

②施⼯体制情報【施⼯事業者⼯事内容】
以下の内容が追加された項⽬です。
元請事業者と下請事業者で⼊⼒可能な項⽬が異なります。

＜元請事業者＞
■施⼯事業者⼯事内容
・特定専⾨⼯事該当の有無

＜下請事業者＞
■施⼯事業者⼯事内容
・特定専⾨⼯事該当の有無

■⾃社情報
・FAX番号

■営業所情報
・営業所の名称

■契約情報
・契約⼯期
・契約⽇

■建設業の許可
・施⼯に必要な許可業種
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安全書類出⼒機能の拡充について

③施⼯体制技能者情報【安全書類関連情報／作業者情報】
元請事業者・各下請事業者は、施⼯体制技能者情報を登録します。
「安全書類関連情報登録」画⾯、技能者毎の「編集」画⾯で⼊⼒できる項⽬を追加しています。

「安全書類関連情報」の⼊⼒はここから。

「作業者情報」の⼊⼒はここから。
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安全書類出⼒機能の拡充について

③施⼯体制技能者情報【安全書類関連情報】
以下の内容が追加された項⽬です。
元請事業者と下請事業者で⼊⼒可能な項⽬が異なります。

＜元請事業者＞
■監督員
・監督員名
・監督員権限
・監督員意⾒申出⽅法

■現場代理⼈
・現場代理⼈名
・現場代理⼈権限
・現場代理⼈意⾒申出⽅法

■監理技術者等
・専任・⾮専任区分
・監理技術者の資格内容
・監理技術者補佐名
・監理技術者補佐の資格内容

■専⾨技能者
・専⾨技能者名
・資格内容
・担当⼯事内容

■⼯事作業所災害防⽌協議会
・会⻑（総括安全衛⽣責任者）
・副会⻑
・副会⻑事業者名
・元⽅安全衛⽣管理者名
・書記
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安全書類出⼒機能の拡充について

③施⼯体制技能者情報【安全書類関連情報】
以下の内容が追加された項⽬です。
元請事業者と下請事業者で⼊⼒可能な項⽬が異なります。

＜下請事業者＞
■監督員
・監督員名
・監督員権限
・監督員意⾒申出⽅法

■安全衛⽣推進者
・安全衛⽣推進者名

■雇⽤管理責任者
・雇⽤管理責任者名

■専⾨技能者
・専⾨技能者名
・資格内容
・担当⼯事内容

■現場代理⼈
・現場代理⼈名
・現場代理⼈権限
・現場代理⼈意⾒申出⽅法

■主任技術者
・資格内容
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安全書類出⼒機能の拡充について

③施⼯体制技能者情報【作業者情報】
以下の内容が追加された項⽬です。

・経験年数
・受⼊教育実施年⽉⽇
・⾎圧
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